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１

ペ
ー
ジ

規
　
則

◯
秋
田
県
バ
リ
ア
フ
リ
ー
社
会
の
形
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
一
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

告
　
示

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
し
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
（
五
八

五
・
商
業
貿
易
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
土
地
収
用
法
に
よ
る
事
業
の
認
定
（
五
八
六
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
１

◯
基
本
測
量
実
施
の
通
知
（
五
八
七
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
五
八
八
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
五
八
九
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

公
　
告

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
バ
リ
ア
フ
リ
ー
社
会
の
形
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
七
十
一
号

秋
田
県
バ
リ
ア
フ
リ
ー
社
会
の
形
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
バ
リ
ア
フ
リ
ー
社
会
の
形
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十

四
年
秋
田
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
十
四
の
項
中
「
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」

を
「
貸
金
業
法
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
し
て
、
周

辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
を

聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、

関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
た
か
の
す

北
秋
田
市
栄
字
中
綱
三
十
一
│
一
外

二
　
北
秋
田
市
長
の
意
見

大
規
模
小
売
店
舗
届
出
書
（
平
成
十
九
年
七
月
二
十
三
日
付
け
）
の
指

針
に
基
づ
く
配
慮
事
項
を
確
実
に
履
行
す
る
こ
と
。

出
入
口
①
の
交
通
警
備
員
は
通
学
時
、
特
に
下
校
時
に
は
児
童
生
徒
の

安
全
通
行
に
配
慮
す
る
こ
と
。

Ｅ
棟
に
係
る
空
調
音
（
室
外
機
五
十
六
〜
六
十
一
）
、
荷
捌
関
連
音
、

堆
雪
作
業
音
は
基
準
以
下
で
あ
っ
て
も
抑
制
に
配
慮
す
る
こ
と
。

北
秋
田
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
条
例
を
遵
守
す
る
こ
と
。

三
　
周
辺
地
域
の
住
民
、
事
業
者
等
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

北
秋
田
市
役
所
　
産
業
部
　
商
工
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
起
業
者
の
名
称
　
八
峰
町

二
　
事
業
の
種
類
　
八
峰
町
役
場
新
庁
舎
建
設
工
事
及
び
こ
れ
に
伴
う
農
業

用
道
路
並
び
に
農
業
用
水
路
付
替
工
事

三
　
起
業
地

（一）

収
用
の
部
分
　
秋
田
県
山
本
郡
八
峰
町
峰
浜
目
名
潟
字
目
長
田
地
内

（二）

使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

平
成
十
九
年
十
月
十
五
日
付
け
で
八
峰
町
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
八
峰
町

役
場
新
庁
舎
建
設
工
事
及
び
こ
れ
に
伴
う
農
業
用
道
路
並
び
に
農
業
用
水

路
付
替
工
事
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
業
認
定
の

理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（一）

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
う
ち
、
八
峰
町
役
場
新
庁
舎
工
事
（
以
下
「
本
体
工
事
」

と
い
う
。
）
は
、
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
庁
舎
に
関
す
る
事
業
で

あ
り
、
土
地
収
用
法
第
三
条
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
。

ま
た
、
本
体
工
事
の
施
行
に
伴
う
農
業
用
道
路
及
び
農
業
用
水
路
の

付
替
工
事
は
、
土
地
収
用
法
第
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す

る
。こ

の
た
め
、
本
件
事
業
は
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件

を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

（二）

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
七
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
告
示
さ
れ
た
八
峰
町
が
施
行
す
る

事
業
で
あ
り
、
八
峰
町
は
平
成
十
九
年
度
一
般
会
計
予
算
等
に
よ
っ
て

本
件
事
業
に
関
す
る
必
要
な
財
源
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
本
件
事
業
は
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件

を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

（三）

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

（１）

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

八
峰
町
で
は
平
成
十
八
年
十
月
三
日
に
当
時
の
「
峰
浜
庁
舎
」
が

火
災
に
よ
り
焼
失
し
、
以
来
「
八
森
庁
舎
」
、
「
八
森
保
健
セ
ン
タ

ー
」
、
「
峰
栄
館
」
、
「
塙
川
出
張
所
」
な
ど
既
存
施
設
に
町
役
場

機
能
を
分
散
し
て
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
が
、
業
務
の
効
率
的
な
推

進
や
住
民
へ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
で
は
支
障
が
生
じ
て
い
る
。

ま
た
、
八
峰
町
内
に
は
災
害
時
の
防
災
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
総
合

的
に
担
う
施
設
が
な
く
、
早
急
な
整
備
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
新
た
な
本
庁
舎
を
建
設
し
て
、
効
率
的
な
行
政
運
営

と
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
と
共
に
災
害
な
ど
の
有
事
の
際
の

拠
点
と
し
て
活
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、

相
当
程
度
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（２）

失
わ
れ
る
利
益

本
件
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）

及
び
秋
田
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
百

規
　
　
　
　
　
　
則

告
　
　
　
　
　
　
示
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
年
一
月
四
日
ま

で

秋
田
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号

三
十
七
号
）
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
対
象
事
業

に
は
該
当
し
な
い
。

ま
た
、
本
件
事
業
の
工
事
に
当
た
っ
て
は
、
周
辺
の
住
宅
や
歩
行

者
、
自
動
車
な
ど
の
交
通
の
安
全
に
特
に
支
障
を
与
え
る
こ
と
が
な

い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
自
然
環
境
、
生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
は
少

な
い
も
の
で
あ
り
、
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

（３）

複
数
案
の
検
討

本
件
事
業
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
申
請
案
と
八
峰
町
峰
浜
目
名

潟
字
大
沼
地
区
の
国
道
一
〇
一
号
線
沿
い
の
水
田
に
庁
舎
を
建
設
す

る
案
と
が
あ
る
が
、

ア
　
地
質
及
び
立
地
環
境

イ
　
事
業
費
の
総
合
的
な
経
済
性

等
の
基
準
に
よ
り
二
案
を
比
較
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
に
お
い

て
も
申
請
案
が
優
れ
て
お
り
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
最
も
適
当
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（４）

事
業
計
画
の
合
理
性

（１）
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
（２）
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利

益
を
比
較
衡
量
す
る
と
、
本
件
事
業
の
実
施
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益

が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
（３）
で
述

べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
他
の
候
補
地
と
比
較
し
て
最

も
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
は
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
三
号
の

要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

（四）

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
供
用
開
始
の
区
間

（１）

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

（三）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
八
峰
町
で
は
、
業
務
の
効
率
的
な
推
進
及

び
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
並
び
に
災
害
時
の
防
災
拠
点
の
整
備
と
い

っ
た
観
点
か
ら
、
総
合
的
な
機
能
を
有
す
る
新
庁
舎
の
早
急
な
建
設

が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
八
峰
町
で
は
役
場
内
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
設

け
て
新
た
な
本
庁
舎
の
建
設
に
関
す
る
具
体
案
を
策
定
し
、
町
民
に

説
明
を
行
う
と
共
に
八
峰
町
議
会
と
協
議
を
行
い
、
『
八
峰
町
総
合

振
興
計
画
（
平
成
十
九
年
三
月
策
定
）
』
の
中
に
早
期
に
新
庁
舎
を

建
設
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と

認
め
ら
れ
る
。

（２）

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
体
工
事
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
役
場
庁
舎
、
倉
庫
、
車
庫
、

駐
車
場
、
ヘ
リ
ポ
ー
ト
な
ど
の
防
災
施
設
な
ど
事
業
計
画
に
必
要
な

最
小
限
の
範
囲
で
あ
り
、
関
連
す
る
農
業
用
道
路
及
び
農
業
用
水
路

の
付
替
工
事
に
つ
い
て
も
必
要
最
小
限
の
範
囲
と
認
め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
収
用
の
範
囲
は
、
す
べ
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に

供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
別
に
つ
い
て

も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（３）

以
上
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益

上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第

四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

（五）

結
論

（一）
か
ら
（四）
ま
で
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
、
土
地
収

用
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
第
二
十

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
の
認
定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
　
土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場

所
八
峰
町
総
務
課

秋
田
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
基
本
測
量
実
施

の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
作
業
の
種
類

基
本
測
量

二
　
作
業
を
行
う
地
域

秋
田
市

三
　
作
業
を
行
う
期
間

平
成
十
九
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

西
滝
沢
館
線

西
滝
沢
館
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

五
・
二
〇
〜
三
九
・
〇
〇

一
〇
・
四
〇
〜
五
二
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
四
〇
五

一
・
四
〇
五

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
山
本
字
下
野
六
九
番
か
ら
蟹
沢
久
保
田
字
鍛
治
野
七
五
番
地
先
ま
で

〃

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

西
滝
沢
館
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
蟹
沢
字
釜
ヶ
渕
三
一
二

番
一
地
先
か
ら
字
川
原
六
番
一
七
地

先
ま
で

道
路
の
種
類

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
年
一
月
四
日
ま

で
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
二
本
柳
地
区

担
い
手
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
年
一
月
二
十

三
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
鹿
角
市
役
所

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
大
台
野
地
区

県
営
ほ
場
整
備
事
業
（
担
い
手
育
成
型
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
年
一
月
二
十

三
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
能
代
市
役
所
本
庁
舎

三
種
町
役
場
山
本
総
合
支
所

公
　
　
　
　
　
　
告
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